
コピーを提出する際は印字内容が全て確認できるようにコピーしてください

○ 公的年金証明書類（コピー可）

・ 以下のいずれかを提出してください

※ 紛失してしまった場合は、年金事務所または年金相談センターで再発行の申請が可能です。

確定申告で原本を提出し手元にない場合は、確定申告書の控えを提出してください。

① 令和4年分公的年金等の源泉徴収票 ② 最新の年金額改定通知書

③ 最新の年金決定通知書・支給額変更通知書 ④ 最新の年金額改定通知書と年金振込通知書が

一体となったもの

重要



⑤ 最新の年金振込通知書

⑥ [年金の請求をしたばかりの方]国民年金・厚生年金保険年金証書

・ 年金の請求をしたばかりで、上記①～⑤のいずれもお持ちではない場合はこちらを提出してください。


